
 
NPO 法人心のおしゃべり音楽工房 セラピストメンバー規約 

 
セラピストメンバーとは、正会員ではなく、一定のスキルによって NPO 法人

心のおしゃべり音楽工房が行う各種音楽療法事業をセラピストとしてサポート

するメンバーです。正会員を兼ねることができますが、正会員とは別のセラピス

トメンバー規約(以下、「本規約」という)を承諾し、内容に同意して登録したも

のとみなします。また、本規約とは別に定める諸規定（業務委託契約等）も本規

約の一部となります。 
 
第１条 セラピストメンバーの定義 

セラピストメンバーとは、NPO 法人心のおしゃべり音楽工房(以下、「当

法人」といいます)が行う事業に音楽療法士として、あるいは、音楽療

法に関連する資格を有したセラピストとして業務を委託された個人を

いいます。 
 

第２条 規約の変更 
本規約の内容は、理事会の決定により、予告なく変更、修正、追加また

は項目が削除されることがあります。最新の本規約の内容を確認され

る場合は、当法人ホームページにアクセスしていただくか、直接お問い

合わせください。 
 
 

第３条 セラピストメンバーの登録と業務 
1. 手数料として、初回登録料 1,100 円（税込）をお支払いください。但

し、正会員を兼ねる方は、登録料免除となります。 
2. 登録に際しては、セラピストメンバー登録書(以下、「登録書」という)

を提出してください。 
3. 登録書の提出を以って、第４条に定める当団体の倫理規定に誓約し、

第 6 条、第 7 条、第 8 条の内容を同意・承諾したものといたします。 
4. 年会費は無料ですが、登録は当団体の会計年度毎に意思確認の上更

新します。当法人の会計年度は、毎年 11 月 1 日から 10 月 31 日ま

でです。 
5. 業務委託につきましては、別途定める、「就業・給与規定および合意

書」または「業務委託契約書」をご確認の上、2 枚にご署名・ご捺印

ください。本書はメンバー個人と当法人で同じものを 1 枚ずつ所持



します。 
 
第４条 セラピストメンバーの責務と倫理規定 

1.セラピストメンバーは、相互に音楽と人々の繋がりにおける幸福と福

祉及び社会への貢献を目指します。 
2.セラピストメンバーは、相互に個人の人権を尊重し、法令や道徳など

の社会規範を遵守し、これを逸脱しないよう十分に留意して活動しま

す。 
3.セラピストメンバーは、活動上知り得た個人情報およびご依頼者の情

報や資料については、使用に承諾されたご依頼者とそのご家族の利益

となる目的以外には一切使用してはなりません。 
4.セラピストメンバーは、活動上知り得た個人情報およびご依頼者の情

報や資料については、これを厳重に管理し、漏洩してはなりません。 
5.セラピストメンバーは、当法人登録抹消後においても、本法人の活動

上知り得た個人情報およびご依頼者の情報や資料を不正に開示または

不正に使用してはなりません。 
4.当法人において提供される楽譜などの情報は、著作権その他の知的 財
産権として法律によって保護されています。私的使用など法律によっ

て認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含

む)することはできません。 
 
第５条 プライバシーについて 

当法人は個人情報保護法を遵守しプライバシーポリシーに従って、セ

ラピストメンバーの情報を適正に取り扱うことをお約束いたします。 
 
第６条 登録の抹消 

1.セラピストメンバーは退会届を提出することにより、登録抹消を求め

ることができます。 
2.第４条に定める責務に反する行為を行った場合には、当法人の理事 
会の決定を以って登録の抹消をすることがあります。 

 
第７条 損害賠償請求について 

1.セラピストメンバーが本規約に違反したことにより当法人に損害を

与えた場合は、当該セラピストメンバーに対し、損害（弁護士費用

を含む）の賠償を請求できるものとします。 



2.当法人が提供するサービスに関連してセラピストメンバーと当法人

の間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 
第８条 セラピストメンバーの責任 

セラピストメンバーにより発信された情報等や著作物等に関して、万

が一、第三者から異議や損害賠償を請求されたり、刑罰等を受けたりし 

た場合、その結果は、セラピストメンバー本人の責任であり、その結果

によって生じた損害について、当法人はいかなる責任も負いません。セ

ラピストメンバーの行為に関連して生じた問題はすべてセラピストメ

ンバー自身の責任で解決することとします。 
 

第 9 条 セラピストメンバーに当団体が提供する各サービスについて、正会員

と同じ特典はありませんが、総会に出席して傍聴したり、質問したり、

意見を述べたりすることはできます。 
 
第 10条 本規約は２０２０（令和２）年  月  日から施行します。 
 

 
 
 
 
 


